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院
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井
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君
提
出
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
つ
い
て
の
資
料
「
仮
に
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
が
導
入
さ
れ
な

か
っ
た
場
合
の
七
十
五
歳
以
上
被
保
険
者
の
保
険
料
負
担
〈
平
成
十
八
年
改
正
時
の
推
計
〉
」
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別

紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。
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す
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一
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
保
険
料
負
担
の
推
計
は
、
約
一
兆
円
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
と
お
り
で
あ
る
。

三
か
ら
五
ま
で
に
つ
い
て

当
該
推
計
は
平
成
十
八
年
の
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
を
提
出
す
る
際
に
行
っ
た
推
計
で
あ
り
、
二
に

つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
、
被
用
者
保
険
に
つ
い
て
は
「
健
康
保
険
被
保
険
者
実
態
調
査
」
に
お
い
て
把
握
し
た
年
齢

階
級
別
の
総
報
酬
よ
り
、
国
民
健
康
保
険
に
つ
い
て
は
「
国
民
健
康
保
険
実
態
調
査
」
に
お
い
て
把
握
し
た
世
帯
の
保
険
料

と
世
帯
員
の
年
齢
階
級
別
の
所
得
の
状
況
か
ら
七
十
五
歳
以
上
の
高
齢
者
等
の
保
険
料
を
推
計
し
た
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に

詳
細
な
推
計
方
法
に
つ
い
て
は
確
認
中
で
あ
り
、
お
尋
ね
に
つ
い
て
直
ち
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。


